
　　　　　　　主　　　文
１　原告Ａ及び同Ｂの各訴えをいずれも却下する。
２　原告Ｃ，同Ｄ，同Ｅの被告に対する被告の昭和５８年度から平成１０年度まで
の公金支出にかかる訴えをいずれも却下する。
３　原告Ｃ，同Ｄ，同Ｅの被告に対する滋賀県草津市α２１０８番地所在の琵琶湖
流域下水道湖南中部浄化センターにかかる環境対策負担金８００万円の支出の差し
止めを求める訴えをいずれも却下する。
４　被告は，滋賀県に対し，金２４００万円及びこれに対する平成１４年７月１７
日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
５　訴訟費用は，これを５分し，その１を被告の負担とし，その余を原告らの負担
とし，参加に要した費用は，これを５分し，その１を参加人の負担とし，その余を
原告らの負担とする。
６　この判決は，第４項に限り仮に執行することができる。
　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
１　原告ら
（１）　被告は，滋賀県に対し，金１億３４００万円及びこれに対する平成１４年
７月１７日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。
（２）　被告は，滋賀県草津市α２１０８番地所在の琵琶湖流域下水道湖南中部浄
化センターにかかる環境対策負担金８００万円の支払いをしてはならない。
２　被告
（１）　本案前
ア　原告Ａ及び同Ｂの前記１（１）及び（２）の各訴えをいずれも却下する。
イ　原告Ｃ，同Ｄ及び同Ｅの前記１（１）の訴えのうち，平成１２年度以前の公金
支出にかかる訴え及び前記１（２）の訴えをいずれも却下する。
（２）　本案
　原告Ｃ，同Ｄ及び同Ｅの前記１（１）の訴えのうち，平成１３年度の公金支出に
かかる請求をいずれも棄却する。
第２　事案の概要
　本件は，滋賀県（以下「県」という。）の住民であるとする原告らが，滋賀県知
事（以下「県知事」という。）である被告に対し，下水処理施設にかかる環境対策
負担金（以下「本件負担金」という。）名下に違法に公金を支出している等と主張
して，地方自治法（平成１４年法律第４号による改正前のもの。以下「法」とい
う。）２４２条の２第１項４号前段に基づき，県に代位して損害賠償（以下「４号
請求」という。）を，同項１号に基づき，将来の公金支出の差し止め（以下「１号
請求」という。）を，それぞれ求めた事案である。
Ⅰ　前提となる事実（争いのない事実，括弧内に掲記の証拠及び弁論の全趣旨によ
り認められる事実。なお，特に断らない限り証拠は枝番を全て含む。）
１　当事者
（１）　原告らは，いずれも，県の住民である。
（原告Ａ及び同Ｂにつき，甲３，４）
（２）被告は，平成１０年７月２０日，県知事に就任した者である。
（就任日につき，弁論の全趣旨）
２　琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター（以下「本件センター」という。）の
施設概要等
（１）　本件センターは，滋賀県大津市（以下，県内の市町村は「大津市」等とす
る。），草津市，守山市，栗東市等の県内６市１３町を関係市町（以下「関係市
町」という。）とする琵琶湖流域下水道湖南中部処理区（以下「中部処理区」とい
う。）の下水処理施設として，草津市α２１０８番地所在のβ島に設置され，昭和
５７年４月１日に供用開始となった浄化センターである。
　本件センターは，汚水と雨水とを分けて処理する分流式の施設であり，全体計画
（平成８年８月変更後のもの）は，処理面積約２万９２００ヘクタール，処理人口
約８７万８０００人，処理水量約７８万８０００立方メートル／日とされ，平成１
３年度末時点の整備状況は，処理面積約１万１６６７ヘクタール，処理人口約５２
万３３３６人，処理水量約１９万５００立方メートル／日である。
（２）　β島は，本件センターの敷地として，全島に下水処理施設を建設するため
に琵琶湖沖合に埋め立てられた全周約３４００メートル，面積７３万平方メートル



の人工島であり，西側に南北に走る湖周道路（県道γ線，以下「湖周道路」とい
う。）が，東側に草津市δとを結ぶ矢橋大橋がそれぞれ設置され，これらが陸地と
の連絡道路となっている。
　β島には，本件センターの下水道処理施設の他，施設建設予定地に，キャンプ
場，パークゴルフ，テニスコート等の公園施設や県立水環境科学館が設置されてい
る。
（以上につき，乙１，２，丙１）
３　本件負担金の支出等
（１）　β島対策協議会（以下「対策協議会」という。）は，本件センターの設置
及び公園整備並びに施設整備に伴い，草津市δ，同市ε，同市ζ，同市η（以下
「地元地区」という。）の地域住民の意志を反映させ，本件センター設置，公園整
備に伴う諸問題の解決を図ることを目的として，設立された任意団体であり，地元
地区の住民（以下「地元住民」という。）で構成されている。
（２）　琵琶湖湖南中部地域下水道推進連絡協議会（以下「連絡協議会」とい
う。）は，湖南中部地域の下水道の推進と諸問題の連絡調整を図ることを目的とし
て関係市町で構成された任意団体であり，関係市町の一部の市町長が役員を，県知
事が顧問をそれぞれ務めている。
（３）　県は，昭和５８年度から昭和６０年度まで，毎年各５００万円，昭和６１
年度から昭和６３年度まで，毎年各６００万円，平成元年度から平成３年度まで，
毎年各７００万円，平成４年度から平成１３年度まで，毎年各８００万円の総額１
億３４００万円を，本件センターの設置等に関する環境対策負担金（本件負担金）
として，連絡協議会に支払い，連絡協議会は，これらを対策協議会に支払った。
（以上につき，甲２，丙６，７）
４　監査請求等
（１）　原告Ｃ，同Ｄ，同Ｅ（以下３名を「原告Ｃら」という。）は，平成１４年
４月２５日，滋賀県監査委員に対し，本件負担金の支出は違法・不法な公金の支出
であるとして，法２４２条１項に基づき，必要な措置を請求する旨の住民監査請求
を行った（以下「本件監査請求」という。）。
（２）　同監査委員は，原告Ｃらに対し，平成１２年度以前の支出に関する監査請
求については，不適法なものとして却下し，平成１３年度の本件負担金の返還及び
今後の支出を差し止める措置については，請求に理由がないものとして棄却する旨
の平成１４年６月１９日付け監査結果の通知を発送した。
（以上につき，甲１の１，甲２）
Ⅱ　争点
１　本案前について
（１）　原告Ａ及び原告Ｂ（以下両名を「原告Ａら」という。）の各訴えの適否
（２）　昭和５８年度から平成１０年度までの本件負担金の支出にかかる訴えの適
否
（３）　１号請求にかかる訴えの適否
（４）　監査請求期間経過後の４号請求についての「正当な理由」の存否
２　本案について
　本件負担金の支出の適否等
Ⅲ　争点に関する当事者の主張
１　本案前の争点について
（被告の主張）
（１）　争点１（１）について
　原告Ａらは，本件訴訟において対象とする県知事の行為に関する住民監査請求の
手続を経ていない。よって，原告Ａらの訴えは，法２４２条の２第１項の要件を欠
き違法である。
（２）　争点１（２）について
　被告が県知事に就任したのは，平成１０年７月２０日であり，平成１０年度以前
の本件負担金の支出は，前任又はそれ以前の県知事の下で行われている。したがっ
て，被告は，平成１０年度以前の公金支出につき，法２４２条の２第１項４号の賠
償義務を負うべきものではない。
（３）　争点１（３）について
　原告らは，私人としての被告個人に対して，本件負担金の支出の差し止めを求め
るが，当該差し止めは，執行機関を被告として訴えるべきものであり，被告には被
告適格がない。よって，原告らの１号請求にかかる訴えは不適法である。



（４）　争点１（４）について
　本件負担金の支出は，毎年，県の予算に計上され，県議会の議決を経て執行され
ており，何ら秘密裏になされたものではない。県では，昭和６３年４月から公文書
の公開に関する条例が施行されており，県の連絡協議会に対する負担金の支出書類
や連絡協議会の議案書を含む一件書類は公開すべき書類として取り扱われている。
　よって，原告らには，監査請求期間を経過した昭和５８年度から平成１２年度ま
での支出について，所定の監査請求期間内に請求することができない「正当な理
由」がない。
（原告らの主張）
（１）　争点１（１）について
　原告Ａらは，滋賀県監査委員に対する住民監査請求を経ていないが，古くからの
県の住民であり，かつ本件センターの関係市町の住民であるから，法の趣旨からし
て，本件訴訟は適法である。
　また，原告Ｂは，原告Ｃらの滋賀県監査委員に対する監査請求と類似の内容で大
津市監査委員に対して監査請求を行っているから，同請求をもって，本件訴訟にお
いても監査請求を経ていると評価できる。
（２）　争点１（２）及び争点１（３）について
　被告の主張（２）及び（３）は，いずれも争う。
（３）　争点１（４）について
　昭和５８年度から平成１２年度までの本件負担金の支出については，当時，普通
の県民が，容易かつ客観的に知り得る状況にはなく，原告らには，監査請求期間内
に監査請求をすることができない「正当な理由」がある。
２　本案の争点（争点２）について
（原告らの主張）
　法２３２条の２は，公益上の必要性のない寄附又は補助を禁止する重要な規定で
ある。
　本件センターの供用開始後である昭和５８年度から平成１３年度までに支出され
た本件負担金は，以下のとおり，客観的な公益上の必要性が全くなく，被告は，県
知事としての裁量の範囲を逸脱して違法に公金を支出した。
（１）　本件センターの供用開始後である昭和５８年度以後は，増設工事も，断続
的で，規模も小さく，また工事車両等のβ島への出入は湖周道路に限定され，これ
による地元住民に対する振動，騒音，粉塵及び排ガス等の被害は皆無であり，本件
センターの設置に関して，懸念されていた周辺地域・水域の環境悪化（悪臭，騒
音，振動，排ガス，水質悪化等）も発生していない。
　よって，昭和５８年度以後は，地元住民に，迷惑を掛けた事実はなく，同時点
で，地元地区及び地元住民に対するいわゆる迷惑料を支払う必要性は消滅した。
（２）　また，対策協議会には，本件センターの本格的な工事開始に先立って，県
及び草津市と対策協議会（当時の名称は浄化センター設置反対期成同盟会）との間
で，本件センターの設置工事及び事業活動等に関して交換された昭和４８年１０月
８日付けの覚書（丙５の１，以下「本件覚書」という。）に基づき地域振興費名目
で２億５０００万円が，県が差し入れた「念書」に基づき地元水洗化工事費用７０
００万円が，一時金として支払われている。総額３億２０００万円もの一時金は，
県下の他の流域下水浄化センターに支払われたそれより破格的に大きな金額であ
る。
　対策協議会に対しては，本件覚書に基づき，協力費（以下「本件協力費」とい
う。）名目の迷惑料として，本格的な工事の終了した昭和５７年度までに，３度の
増額を経て，総額６７５０万円（県はそのうち２７００万円を負担している。）が
支払われている。
　いわゆる迷惑施設にかかる地元迷惑料としては，以上で十分である。
（３）　県知事は，昭和５８年度から平成１３年度までに，本件協力費に関し，合
理的な積算根拠がないにもかかわらず，対策協議会からの４回の増額要求に応じ，
金額更新の文書も作成しないまま，これを受け入れた。
（被告の主張）
（１）　本件負担金の支出の適法性
ア　本件負担金は，県が行う琵琶湖流域下水道事業（下水道法２５条の２第１項）
のために設置された施設である本件センターの設置及び管理・運営について，地元
住民の負担感，不公平感を軽減させ，本件センターの存続・運営に対する協力・理
解を促進させて，県における上記下水道事業の安定化と業務の円滑な遂行を図り，



ひいては県下の住民の生活環境の確保，福祉の増進を実現するため（法１条の２）
のものであり，法２３２条１項の「地方公共団体の事務を処理するために必要な経
費」（以下「事務処理経費」という。）である。原告ら主張の法２３２条の２に規
定する寄附又は補助金ではない。
イ　本件負担金は，事務処理経費であるが，原告ら主張の寄附又は補助金にあたる
としても，いずれにせよ，その支出の必要性の判断は，県知事の裁量事項である。
本件負担金の支出は，以下のとおり，県知事の裁量の範囲内の適法な支出である。
　即ち，昭和４８年１０月８日，県及び草津市と対策協議会（当時の名称は浄化セ
ンター設置反対期成同盟会）は，本件センター建設に対する地元住民からの激しい
反対運動や建設工事の長期中断という経緯を経て，地元住民の理解と協力を得ると
いう趣旨の下，本件センターの設置にかかる公害防止，環境保全，地域環境整備に
関する条件を協議した覚書（本件覚書）を作成し，そこにおいて，本件協力費につ
いては，昭和４９年度から供用開始時までを一区切りとして，年間３００万円を支
払い，供用開始後についてはその時点で協議する旨の条件を定めた。
　県及び対策協議会は，供用開始後の昭和５８年，昭和６１年，平成元年，平成４
年の各年度において，上記条件に基づき，本件センターの諸施設の増設，工事や維
持管理に必要な車両の通行，増設に伴う騒音や排気ガス量の斬増等の諸状況の変化
等を協議の上，本件協力費の支払いの可否及び各金額の増額を合意した。
　本件協力費は，次の方法で支払われている。即ち，県が，上記各合意に基づい
て，連絡協議会に対し，本件協力費の支払いを要請し，連絡協議会において，支払
いの可否や関係市町と県の負担額が決定され，県及び関係市町は，各自の負担額を
それぞれ予算に計上して議会の議決を経た上で，連絡協議会に対して同負担額をそ
れぞれ支出し，連絡協議会がこれらの金員を本件協力費として，対策協議会に支払
っている。
　以上のとおり，県は，県民全体さらには琵琶湖の水資源を利用する国民の利益を
図る目的の下に，本件覚書の上記条件に定められた県及び対策協議会との協議，合
意に基づき，各時点における本件センター及び地元住民の意向等に関する諸状況か
ら合理的であるとの県及び連絡協議会の判断の下に，本件負担金を昭和５８年度か
ら平成１３年度の各年度の予算に計上し，県議会の議決を経て，それぞれ支出して
いる。
　したがって，昭和５８年度から平成１３年度までの本件負担金の各支出は，県の
事務処理経費として必要な支出であり，かつ公益上の必要性もある。
（２）　原告らの主張に対する反論
ア　本件センターの供用開始時の稼働規模は，全体計画のごく一部であり，その後
の関係市町の下水道施設の整備に伴って，設備の増設・処理量の増大を図ることと
され，現に，供用開始後は，段階的かつ継続的に増設工事が行われ，平成１４年度
末の処理能力は，供用開始時の２７倍以上になっている。また，現時点の処理水量
は，全体計画の４分の１以下にすぎず，今後も，全体計画に向けて，設備増設工事
が行われる予定である。上記の増設・処理量の増大に伴って，汚泥の発生量や処理
に要する薬品等の使用量が増大し，これらの搬出・搬入に要する車両の通行量も増
え，また，臭気，騒音，振動等も生じている。施設の稼働に万一異常が発生した場
合のリスクに対する意識は，本件センターが存在しなければ皆無であるはずの負荷
要素である。
　地元住民は，本件センターが存する限り，他の地域の汚水処理のために，このよ
うな状況を受け入れなければならない。本件協力費及び本件負担金は，このような
負担感，不公平感に対応するための費用であり，機械的に増減されるべき性質のも
のではない。昭和５８年度以降に，本件負担金を支払う必要性が消滅した事実はな
い。
イ　本件センターの供用開始時に支払われた「一時金」が，原告ら主張の金額であ
ることは認めるが，金額が破格的に大きいとの点は争う。当該金員も必要な事務処
理経費である。
ウ　本件協力費や本件負担金の増額の際に，本件覚書や金額の更新に関する文書を
作成する必要はない。本件協力費及び本件負担金の額は，前記（１）イのとおり，
各時点における本件センター及び地元住民の意向等に関する諸状況を勘案した上
で，その都度協議を経て，合理的理由に基づいて，適法に決定されている。協力金
の金額が議員の意向によって決定されたことはない。
第３　本案前の争点（争点１（１）ないし（４））に対する判断
Ⅰ　争点１（１）（原告Ａらの訴えの適否）について



１　法２４２条の２第１項は，住民訴訟につき，普通地方公共団体の住民が法２４
２条１項の規定による監査請求を経た上で提起できる旨を定めているところ，原告
Ａらについては，本件の住民訴訟において対象とする県知事の公金支出につき，同
項所定の適法な監査請求を経た事実が認められないから，同原告らの本件訴えは，
同項所定の監査請求前置の要件を欠き，不適法である。
　よって，原告Ａらの本件各訴えは，いずれも不適法として却下を免れない。
２　この点につき，原告Ｂは，本件センターの協力金にかかる大津市長の公金支出
についての監査請求を経ているから，本件についても監査請求前置の要件を満たし
ていると主張するが，同項所定の監査請求前置の要件を充足したというためには，
監査請求と住民訴訟の対象事項との同一性が認められる必要があると解されるとこ
ろ，県知事の公金支出を対象とする本件の住民訴訟と，大津市長の公金支出を対象
とする原告Ｂの上記監査請求（甲５）とは，支出者及び支出内容を異にするもので
あるから，両者の間に同一性を認めることはできず，原告Ｂの上記主張は採用でき
ない。
Ⅱ　争点１（２）（昭和５８年度から平成１０年度までの支出にかかる訴えの適
否）について
　原告Ｃらは，被告に対し，昭和５８年度から平成１３年度までの本件負担金の各
支出について損害賠償を求めるところ，被告が，本件負担金の支出に関する権限を
有する地位ないし職に就いたのは，県知事に就任した平成１０年７月２０日以後で
あること，平成１０年度の本件負担金にかかる支出命令は，同年１６日になされて
いること（前記第２のⅠ１（２），弁論の全趣旨）に照らすと，被告が，昭和５８
年度から平成１０年度までの本件負担金の各支出に関する権限を有する地位ないし
職に就いていたことは認められない。
　したがって，上記期間の本件負担金の各支出についての原告Ｃらの４号請求にか
かる訴えは，その適否が問題とされている財務会計上の行為を行う権限を有する地
位ないし職にあると認められない者を被告としている点において，住民訴訟の類型
に該当せず，不適法である（最高裁判所第二小法廷昭和６２年４月１０日・民集４
１巻３号２３９頁参照）。
　よって，原告Ｃらの昭和５８年度から平成１０年度までの本件負担金の支出につ
いての訴えは，いずれも不適法として却下を免れない。
Ⅲ　争点１（３）（原告らの１号請求にかかる訴えの適否）について
　原告Ｃらは，法２４２条の２第１項１号に基づき，本件負担金の支出の差し止め
を求めるところ，同号の請求は，現に当該行為を差し止める権限を有する執行機関
又はその執行機関の補助機関としての職員を被告とすべきであるから，原告Ｃらの
１号請求にかかる訴えは，私人としての個人を被告としている点において，被告適
格を欠き，不適法である。
　よって，原告Ｃらの１号請求にかかる訴えは，いずれも不適法として却下を免れ
ない。
Ⅳ　争点１（４）（監査請求期間経過後の請求についての「正当な理由」の存否）
について
１　前記Ⅱのとおり，原告Ｃらの４号請求にかかる訴えのうち平成１０年度以前の
支出にかかる訴えは，不適法であるところ，前記第２のⅠ４の事実及び弁論の全趣
旨によれば，平成１１年度及び平成１２年度の各支出については，いずれも法２４
２条２項の監査請求期間の１年を経過していることが認められる。
　そこで，原告Ｃらが，本件監査請求を平成１４年４月２５日に行ったことにつ
き，同項ただし書きの「正当な理由」が存するか否かを検討する。
　同項ただし書きにいう「正当な理由」の有無は，当該行為が秘密裏に行われた場
合に限らず，普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば，客観的
にみて，監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び内容を知ることができ
たと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきで
ある（最高裁判所平成１４年９月１２日第１小法廷判決・民集第５６巻７号１４８
１頁参照）。
　そして，証拠（甲１の２）及び弁論の全趣旨によれば，滋賀報知新聞は，平成１
４年２月２８日，県や本件センターの関係市町で構成している連絡協議会が，毎
年，対策協議会に，環境対策負担金の名目で昭和４９年度から平成１３年度までに
総額４億０２５０万円の協力金を支払い，このうち県が総額１億６１００万円を負
担している事実が滋賀報知新聞社の調べで分かった旨を報道していることに照らせ
ば，遅くとも同報道がなされた前後ころには，県の一般住民において，相当の注意



力をもって調査すれば，客観的にみて監査請求をするに足りる程度に，平成１１年
度及び平成１２年度に行われた本件負担金の各支出の存在及び内容を知ることがで
きたというべきである。
　そして，上記報道がされたころから約２か月後の平成１４年４月２５日に行われ
た本件監査請求は，相当な期間内になされたものということができるから，原告Ｃ
らには，法２４２条２項ただし書きにいう「正当な理由」があると認められる。
　したがって，原告Ｃらの平成１１年度及び平成１２年度の各支出についての訴え
は，いずれも適法である。
２　この点につき，被告は，本件負担金の支出は，各年度の県の予算に計上され，
議会の議決を経て執行されており，何ら秘密裏にされたものではなく，また，県で
は昭和６３年４月から公文書の公開に関する条例が施行され，本件負担金に関する
書類は公開すべき書類として取り扱われていたと主張する。
　しかしながら，上記１で説示したとおり，法２４２条２項ただし書きは，当該行
為が秘密裏でされたか否かにかかわらず，普通地方公共団体の住民が相当の注意力
をもって調査しても知り得なかった場合も同様に解すべきところ，平成１１年度及
び平成１２年度の予算の内容から，本件負担金の支出を特定し得る事情が認められ
ない以上，単に，各年度の予算に計上され議会の議決を経たことや当時被告主張の
条例が施行されていたことをもって，普通地方公共団体の住民が相当の注意力をも
って調査すれば，客観的にみて，監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及
び内容を知ることができたと解するのは相当でない。
第４　本案の争点（争点２）に対する判断
Ⅰ　第２のⅢ２原告らの主張及び第３のⅣ判示のとおり，原告Ｃらの４号請求につ
いては，平成１１年度ないし平成１３年度の本件負担金の各支出（以下「本件各公
金支出」という。）の適否が問題となるところ，前記第２のⅠ１（２），２，３の
事実，括弧内に掲記の証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の事実が認められ
る。
１　本件センターの供用開始（昭和５７年度）までの経緯
（１）　県は，琵琶湖をはじめとする公共用水域の水質を保全し，県民の快適な居
住環境を実現するための有効な手段として下水道を位置づけ，昭和４５年に建設省
（当時）が作成した「琵琶湖周辺下水道基本計画策定のための調査報告書」を基に
して，昭和４６年度に「琵琶湖周辺流域下水道基本計画」を策定し，同計画に基づ
き，湖南中部（中部処理区），彦根長浜（現東北部），湖西，高島の４処理区から
なる琵琶湖流域下水道と流域関連公共下水道及び大津市単独公共下水道を主体とし
た下水道整備事業を進める方針を立てた。
　中部処理区の下水道事業については，琵琶湖上を埋め立て，人工島（β島）を造
成して，本件センターを建設することとし，昭和４７年３月２２日都市計画決定及
び下水道法の事業認可を，同月２４日都市計画法の事業認可をそれぞれ受け，同年
１１月１日ころまでに埋め立て水域の地質調査等を行い，昭和４８年３月２８日管
渠工事に，同年４月２６日本件センターの建設工事に，それぞれ着手した。
（２）　県は，上記琵琶湖周辺流域下水道基本計画について，地元の市議会や関係
者に協力を依頼したが，上記計画にある人工島が「矢橋の帰帆」として近江八景の
１つにあげられている風光明媚な場所に造成されることになることから，地元から
の批判，反対が相次いだ。
　昭和４７年４月２２日，上記都市計画及び事業認可がなされたことに対して，草
津市δ，ζ，εの自治会を中心として浄化センター反対決起大会が開催され，浄化
センター設置反対期成同盟会（昭和４８年１０月８日付け本件覚書締結後は，浄化
センター対策協議会に，その後，現在のβ島対策協議会〔対策協議会〕に改称され
た。以下改称前についても「対策協議会」という。）が結成された。
　上記計画に対する反対運動は，その後も続き，県及び草津市は，対策協議会と再
三にわたって交渉を行ったが，妥結には相当日時を要する雰囲気にあった。そのよ
うな中，県が埋立水域で地質調査を実施したため，昭和４７年１１月１日付けで対
策協議会から抗議の申入書（丙３）が提出された。これに対し，県知事は，同月１
０日付け書面（丙４）で，地質調査を開始した経緯等を説明するとともに，本件セ
ンターの設置に伴い関係地域の住民が考慮している具体的な事項について，県が考
えている姿勢の要綱を示し，本件センターの建設に理解と協力を願う旨を回答し
た。
　そして，対策協議会役員会が上記の県知事の回答を了承したことを受けて，以
後，対策協議会と県及び草津市との間で，諸条件に関する協議に入り，昭和４８年



６月２７日，対策協議会から県知事宛に「浄化センター設置計画に伴う条件」が提
示された。その内容は，公害対策，自然環境の保全，関係住民の生活環境の保全，
協力費（本件協力費）等５２項目にわたるものであった。県及び草津市は，上記諸
条件について，対策協議会と交渉を続けたが，妥協に至らず，県は，同年８月８
日，着工していた建設工事を中止して，さらに交渉を重ねた。
　県知事及び草津市長は，昭和４８年９月２０日付け書面（丙５の２・３）で，公
害防止，環境保全，地域環境整備の３つの柱からなる対策協議会の条件をほぼ受け
入れた形の回答を提示し，対策協議会もこれを了承した。対策協議会が提示した上
記諸条件のうち，本件協力費については，本件センターの設置による広域からの汚
水の流入に伴って，関係地域が強いられる犠牲に対する協力費として年間一定額を
支払うこと，同協力費の金額は，種々の社会情勢の変動を考慮して３年目に見直し
を行うことというものであった。そして，これに対する県知事の回答は，対策協議
会が複雑な諸情勢のなかで種々の配慮を願っており，今後の事業の進展に伴い，各
町内会の協力を願う点もあることから，昭和４９年度から供用開始時までを一区切
りとして年間３００万円を支払うこと，供用開始後については，その時点で協議す
るというものであった。
　県，草津市及び対策協議会は，昭和４８年１０月８日，本件センターの設置工事
及び事業活動等に関し，草津市δ，同ε，同ζの地域の生活環境を保全し，同地域
の整備振興を図るため，対策協議会が提示した条件に対する上記各回答並びに県及
び市が対策協議会に確約した事項を誠意をもって履行する等を定めた覚書（本件覚
書）を作成した。
　また，対策協議会及び県は，上記同日，本件協力費について，県が，上記３００
万円とは別に，昭和４９年度から２００万円を措置することを確約する旨の念書
（甲６）を作成した（以下同念書と本件覚書の本件協力費に関する上記条件とを併
せて「本件協力費に関する条件」という。）。
（３）　県は，対策協議会との上記の経緯やその他住民の環境保全思想の高まり等
による反対運動を受け，本件センターの建設工事を一時中断し，環境影響調査を実
施した後，湖底浚渫による埋立造成工事を再開し，ポンプ棟等の各諸施設の工事を
行い，本件センターは，昭和５７年４月１日，処理能力７０００立方メートル／日
で供用開始となった。
（以上につき，甲６，丙１ないし５，２２）
２　本件センターの供用開始後の稼働状況等
（１）　本件センターは，処理対象区域の地中に埋設した管渠及び関係市町内の７
か所に設置した中継ポンプ場を経由して，β島の北東部分に設置した流入渠から汚
水を受け入れ，スクリーンポンプ室，最初沈殿池，生物反応槽，最終沈殿池で，ゴ
ミや汚泥，有機物，窒素等を除去し，急速砂ろ過池で浮遊物を取り除いて琵琶湖に
放流する仕組みで下水処理を行っている。
　本件センターは，供用開始当時，１日当たりの平均流入下水量２４４０立方メー
トルに対応する稼働状況であったが，流入下水量の断続的な増加に伴い，供用開始
後から，継続的に施設の増設，整備が行われ，平成４年度には２系列目の，平成８
年度には３系列目の，最初沈殿池，生物反応槽，最終沈殿池の整備が行われ，平成
１３年度当時，４系列目の整備が行われている。
　なお，１日当たりの平均流入下水量は，供用開始当時から大幅に増加し，平成１
３年度は１６万４６３７立方メートルになっている。
　また，本件センターでは，昭和５９年度まで下水処理によって生じる汚泥を脱水
汚泥として，場外に搬出していたが，昭和６０年度に多段式焼却炉の運転が開始さ
れた以後は，焼却灰として搬出できるようになった。その後，平成２年度に１系焼
却溶融炉施設（４０ｔケーキ／日）の運転が開始され，これにより，汚泥を熱分解
炉で焼却し，焼却灰を溶解炉で溶融スラグに加工し，減容化，安定化して搬出でき
るようになった。平成８年９月には，２系焼却溶融炉施設（１２０ｔケーキ／日）
の運転が開始され，１系焼却溶融施設は運転を停止し改良され，平成１３年度から
高分子系汚泥の焼却溶融処理を行う施設として，３６ｔケーキ／日で運転が再開さ
れた。
　なお，多段式焼却炉は，平成２年度に運転停止となり，平成１２年度に撤去され
た。
　２系焼却溶融施設においては，サイクロンで捕集できない微小な煤塵を電気集塵
機で捕集し，排煙処理塔でアルカリ洗浄によって硫黄酸化物等を除去する方法で排
ガス処理を行い，また，臭気を取り除くための脱臭設備が設置され，悪臭ガスは生



物脱臭装置の塔内を通過する間に微生物の酸化分解反応によって，硫酸イオンや硝
酸イオンとなって処理されている。
（２）　本件センターにおいては，供用開始以後，周辺水域，地域の環境調査が行
われており，流入下水の水質は，昭和５８年度に汚れ度合の急激な上昇を示した
が，その後の汚れ度合は，横ばいあるいは漸次上昇傾向にあり，近年は，ほぼ，設
計流入水質に近い状態とされている。他方，放流水の水質は，供用開始後からほと
んど変化はなく，極めて良好であり，近年では，運転管理指針や水質管理技術マニ
ュアルの作成などによって，より精密な水質管理が可能となり，さらに水質が改善
される傾向にあるとされ，平成１３年度は，生物化学的酸素要求量等の７項目にお
いて，いずれも排水基準値を大幅に下回る結果が出され，良好な除去率を示してい
る。
　また，汚泥の焼却処理の際に発生する排ガスについては，多段式焼却炉が稼働し
た昭和６１年度以後，硫黄酸化物，煤塵，窒素酸化物，塩化水素，シアン化水素，
ダイオキシン類の６項目につき，排出基準値を下回る結果が出されている。
　臭気，騒音，振動等については，環境基本法１６条に規定された基準を超えたこ
とはない。
　本件センターには，増設工事のための工事車両の他，下水処理や汚泥処理等に使
用する薬品，燃料等の搬入や溶融スラグ等の搬出のための車両が相当台数出入して
いるが，工事車両の通行は，平成５年６月に湖周道路が供用開始になった以後，湖
周道路に限定されたため，工事車両が矢橋大橋を通って草津市δ内を通行すること
はなくなった。
（乙１，２，丙１，２，８ないし１０，２３〔なお，丙２３は後記採用しない部分
を除く。〕）
３　本件協力費の支払い状況等
（１）　本件協力費は，昭和４９年度以後，毎年，県土木部長が，連絡協議会に対
し，各年度の本件協力費の金額の支払いを依頼（通知）し，連絡協議会が総会で，
同金額の支払いと県及び関係市町の各自の負担額を承認して，県及び関係市町は，
同負担額につき議会の議決を経て予算措置を講じた上で，連絡協議会の請求通知を
受けて，同負担額を連絡協議会に対して支出し，連絡協議会がこれらを併せて対策
協議会に支払うという形が取られている。
（２）　昭和４９年度から昭和５７年度までの支払い状況
　連絡協議会は，昭和４９年度から昭和５１年度まで毎年５００万円（うち県負担
額は２００万円），昭和５２年度から昭和５４年度まで毎年７５０万円（同３００
万円），昭和５５年度から昭和５７年度まで毎年１０００万円（同４００万円），
をそれぞれ本件協力費として対策協議会に支払った。
　また，県は，本件負担金の他に，本件センターの供用開始時までに，対策協議会
に対し，地域振興費等として３億２０００万円を支払った。
（３）　昭和５８年度から平成１０年度までの支払い状況
ア　県は，昭和５８年７月３０日，対策協議会に対し，本件協力費は，供用開始を
一区切りとして支払われることになっているとして，対策協議会との間で交渉を始
めたが，対策協議会からは，β島が存在する限り本件協力費を打ち切ることはでき
ない，対策協議会の運営費が赤字であり，５００万円の増額を要望する，履行しな
いのであればβ島をよそへもっていってもらいたい等の意見が出された。
　県は，同年１０月２５日，対策協議会に対し，過去の経過や今後も引き続き地元
の協力を得る必要があることを考慮して，昭和５８年度からの本件協力金を年間１
２５０万円に引き上げることとしたいが，増額については，関係市町に説明して議
決を得る必要がある，関係市町は３年ごとの改定が終期なしに行われることを心配
している等と回答して，対策協議会との間で昭和５８年度以後の本件協力費の金額
を年１２５０万円とする旨を合意した。
　県は，同年度から昭和６０年度の各年度につき，毎年，連絡協議会に対し，本件
協力費として年１２５０万円の支払いを依頼（通知）し，同金額の支払い及び県の
負担額を年５００万円とする旨の連絡協議会総会の承認を受け，本件負担金５００
万円について，各年度の予算措置を講じた上で，連絡協議会に対し，上記各年度の
本件負担金として，それぞれ５００万円を支出し，連絡協議会は，対策協議会に対
し，本件協力費として，それぞれ１２５０万円を支払った。
イ　県及び対策協議会は，昭和６１年度以後の本件協力費の金額を年１５００万円
とする旨を合意した。
　県は，同年度から昭和６３年度の各年度につき，毎年，連絡協議会に対し，本件



協力費として年１５００万円の支払いを依頼（通知）し，同金額の支払い及び県の
負担額を年６００万円とする旨の連絡協議会総会の承認を受け，本件負担金６００
万円について，各年度の予算措置を講じた上で，連絡協議会に対し，上記各年度の
本件負担金として，それぞれ６００万円を支出し，連絡協議会は，対策協議会に対
し，本件協力費として，それぞれ１５００万円を支払った。
ウ　県，草津市及び対策協議会は，平成元年６月１７日，本件協力費や公共下水の
整備等について協議し，県は，本件協力費について，消費者物価指数の推移等から
社会的変動が少ないとして，現状の年１５００万円を維持したいと提案し，対策協
議会から，基本的にβ島がある限り本件協力費は交付されるべきであり，関係市町
全体の処理を行っていること忘れてもらっては困る，３年ごとの見直しは覚書に書
かれており，３００万円の増額を要望する等の意見が出された。その後，県は，本
件協力費について３年ごとに２５０万円の増額を行ってきた経過や現時点では本件
覚書に基づく事業が完了していないこと，本件協力費に代わる財源の確保が困難で
ある等内部で検討を行い，対策協議会との間で，平成元年度以後の本件協力費の金
額を年１７５０万円とする旨を合意した。
　県は，同年度から平成３年度の各年度につき，毎年，連絡協議会に対し，本件協
力費として年１７５０万円の支払いを依頼（通知）し，同金額の支払い及び県の負
担額を年７００万円とする旨の連絡協議会総会の承認を受け，本件負担金７００万
円について，各年度の予算措置を講じた上で，連絡協議会に対し，上記各年度の本
件負担金として，それぞれ７００万円を支出し，連絡協議会は，対策協議会に対
し，本件協力費として，それぞれ１７５０万円を支払った。
エ　県は，平成４年度以後の本件協力費の支払いについて，公園の整備事業等が未
了であり，今後も地元の協力を得る必要があることから，支払いを継続すること，
対策事務所の移転等の即答不能な問題が提起されていることから増額を前提とする
こと等の方針を立て，平成４年７月３１日までに，対策協議会との間で，同年度以
後の本件協力費の金額を年２０００万円とする旨を合意した。
　県は，同年度から平成１０年度の各年度につき，毎年，連絡協議会に対し，本件
協力費として年２０００万円の支払いを依頼（通知）し，同金額の支払い及び県の
負担額を年８００万円とする旨の連絡協議会総会の承認を受け，本件負担金８００
万円について，各年度の予算措置を講じた上で，連絡協議会に対し，上記各年度の
本件負担金として，それぞれ８００万円を支出し，連絡協議会は，対策協議会に対
し，本件協力費として，それぞれ２０００万円を支払った。
（４）　平成１１年度以後の支払い状況
　県は，平成１１年度から平成１３年度の各年度につき，毎年，連絡協議会に対
し，本件協力費として年２０００万円の支払いを依頼（通知）し，連絡協議会は，
毎年５月に開催された総会で，同金額の支払い及び県の負担額を年８００万円とす
ることを承認した。
　被告は，平成１０年７月２０日に県知事に就任し，上記各年度の本件負担金８０
０万円の支出を各年度の予算に計上して，議会に提出し，それぞれ議会の議決を経
た。県は，上記各年度につき，それぞれ連絡協議会からの請求通知を受け，被告
は，各年度の本件負担金８００万円の支出にかかる支出命令を発令し，県は，連絡
協議会に対し，上記各金員をそれぞれ支出した（本件各公金支出）。
　連絡協議会は，対策協議会に対し，上記各年度の本件協力費として，それぞれ２
０００万円を支払った。
（以上につき，甲１，２，６，丙６，７，１１ないし２２）
Ⅱ　争点２（本件各公金支出の適否）について
１　本件負担金（以下，本件負担金とは平成１１年度ないし平成１３年度に支出さ
れたそれを指す。）の性質
　前記Ⅰ１によれば，本件センターは，琵琶湖をはじめとする県の公共用水域の水
質を保全し，もって県民の快適な居住環境を実現するための有効な手段として下水
道を位置づけ，県が定めた琵琶湖周辺流域下水道基本計画の一環として，中部処理
区の流域下水道の整備のために設置された下水処理施設であり，このような流域下
水道の整備等は，県の管理にかかる事業（下水道法２５条の２第１項）であり，ま
た，県民の福祉の増進にかかわる地方公共団体の事務（法１条の２）ということが
できる。
　したがって，本件負担金は，地元住民で組織された対策協議会から，本件センタ
ーの設置による広域からの汚水の流入に伴って関係地域が強いられる犠牲に対する
協力金の支払要請を受けたことから，県の管理にかかる中部処理区の流域下水道事



業の円滑な遂行等の目的のもとに，地元住民の協力を得るために支出されたもので
あり，法２３２条１項の事務処理経費としての性質を有するといえる。
　本件負担金が法２３２条の２の寄附又は補助金に該当するとの原告Ｃらの主張
は，上記認定説示に照らして採用できない。
２　本件各公金支出の適否
（１）　前記１のとおり，本件負担金は，いずれも県知事である被告が，本件セン
ター設置に関する過去の経過を踏まえて，県の流域下水道事業の円滑な遂行等を図
るための事務処理経費として支出する必要があると判断して，平成１１年度から平
成１３年度までの各年度の予算に計上し，議会の議決を経た上で，それぞれ支出命
令を発令して，支出されたものであり，このような事務処理経費の支出が違法であ
るというためには，被告の上記判断につき，県知事としての裁量権の逸脱ないし濫
用が認められなければならない。以下，検討する。
ア　前記Ⅰ１及び２で認定したとおり，
（ア）　本件センターは，琵琶湖上を埋め立てた人工島であるβ島に設置され，汚
水は，処理対象区域の地中に敷設された管渠や中継ポンプ場を経由してβ島の北東
部に設置された流入渠を通って本件センター内で処理される仕組みになっており，
地元地区の住民の居住空間とは離れた場所で下水処理が行われていること，
（イ）　本件センターへの流入下水量は，供用開始時から平成１３年度までの間
に，断続的かつ大幅に増加しているものの，施設の増設によりこれに対応する処理
能力が備えられ，また，放流水の水質は，供用開始以後，極めて良好な状態のまま
維持され，更に改善される傾向が示されていること，
（ウ）　下水処理量の増加に伴う汚泥発生量の増加に対しても，平成２年度以後の
汚泥溶融設備の稼働により，汚泥を減容化，安定化して搬出できるようになり，ま
た，２系焼却溶融炉施設は，排ガスや臭気等による環境悪化を防止するための措置
が講じられていること，
（エ）　汚泥の焼却炉の稼働の際に発生する排ガスについては，硫黄酸化物等の６
項目につき，排出基準値を下回る結果が出され，その他，臭気，騒音，振動等につ
いても，供用開始後から，環境基本法１６条に規定された基準を超えたことはない
こと，
（オ）　平成５年６月以後は，工事車両が，矢橋大橋を通って草津市δ内を通行し
ないように配慮されていること，
　の各事実を総合すれば，本件センターにおいては，昭和５７年４月１日の供用開
始時から平成１０年度までの１６年間に，流水下水量の断続的かつ大幅な増加に対
応して，施設の増設，処理能力の増大を行いながら，周辺水域及び地域の大気，水
質，土壌，騒音等の環境を良好に維持してきた経緯が存するのであって，平成１１
年度以後見込まれる処理量の増加，増設工事をもって，従前の環境が悪化する具体
的な危険性を根拠づける事情があると認めることはできない。
イ　また，本件センターは，地元地区以外の地域から排出される下水処理をも行っ
ているものの，前記ア判示の本件センターの設置場所やその稼働等による環境悪化
の根拠となる具体的な事情が存しないことや平成１０年度までに対策協議会に対
し，一時金及び本件協力費として総額４億５７００万円（金額は県負担分のみであ
る。）が支払われていることを勘案すれば，平成１１年度以後においても，地元地
区やその住民に対する金銭の支払いを相当とする程度の施設の存在と稼働による負
担感，不公平感が存するとは認められない。
ウ　さらに，前記Ⅰ１（２），３（３）認定の本件協力費に関する条件の内容や本
件協力費の増額の際に行われた県及び対策協議会との間の協議の経緯において，県
が対策協議会に対し，永続的に本件協力費を支払う旨を約した事実は認められな
い。
エ　以上のとおり，平成１１年度から平成１３年度までの各時点において，本件セ
ンターの稼働及び存在等によって，地元地区に環境悪化のリスクが存し，地元住民
が施設の存在と稼働による負担感，不公平感を強いられるという事情はなく，ま
た，県が対策協議会との間に上記各年度における本件負担金の支払いを約した事実
もない。
　したがって，上記各年度の当時，本件センターの事業の円滑な遂行の目的の下
に，本件負担金の支出をもって，地元住民の理解と協力を促す必要があることを裏
付ける具体的な根拠はなく，これを必要なものとした被告の判断については，県知
事としての裁量権の逸脱又は濫用があったといわざるを得ない。
　よって，本件各公金支出は，違法である。



（２）　被告の主張に対する補足説明
　被告は，本件センターは，今後も施設の増設，処理量の増大が計画され，これに
伴い，汚泥や薬品等の輸送量が増え車両通行量が増加することになり，地元地区や
その住民が被害を被ると主張し，参加人は，これに沿う証拠（丙２３）を提出す
る。
　しかしながら，前記（１）アのとおり，平成１０年度までの断続的な処理量の増
加の経緯において，基準値を超える臭気，騒音，振動等の被害はなく，被告主張の
車両の通行時に地元地区や住民に何らかの被害を与えた事実や平成１１年度以後に
かかる被害が発生する危険性も認められないから，被告主張の車両通行量の増加を
もって，前記（１）の認定を左右するということはできない。
　また，丙２３の臭気に関する測定結果は，β島の北東沿いの中間水路や本件セン
ター施設内の初沈脱臭ダクトや濃縮槽脱臭ダクトを計測場所とするものであり，本
件センターが地元地区から離れた人口島に設置されていること（前記（１）ア
（ア））に照らせば，地元住民の被る被害を裏付ける的確な証拠とはいえず，採用
できない。
３　被告の過失の有無
　普通地方公共団体の長は，法１３８条の２により，当該地方公共団体の予算等の
事務を自らの判断と責任において誠実に管理し，これを執行する義務を負い，予算
については，その調製権・議会提出権（法２１１条），付再議権・原案執行権（法
１７６，１７７条），予算の執行に関する調査権（２２１条），支出命令権（法２
３２条の４）等の広範な権限を有することから，それに伴う高度の注意義務を負う
というべきである。
　したがって，被告には，本件各公金支出の可否を判断する県知事として，本件覚
書や本件協力費に関する条件の内容，過去に対策協議会に支払われた本件協力費等
の金額や対策協議会との協議の経過，本件センターの稼働状況等を調査・検討し，
各年度当時の県がおかれている社会的，経済的，政策的諸情勢等をも勘案した上
で，対策協議会との間で具体的な協議を行う等して，各支出の必要性を慎重に吟味
すべき注意義務があると解されるところ，被告は，上記の注意義務に違反し，自ら
又は県の職員をして，対策協議会との間で協議を行う等，本件各公金支出の必要性
について，慎重に吟味しないまま，これを必要なものと判断した（弁論の全趣旨）
のであって，被告には同判断につき過失があったというのが相当である。
　なお，被告は，上記のとおり，地方公共団体の長としての職責に伴う高度の注意
義務を負っている以上，本件各公金支出につき，議会の議決があったからといっ
て，被告の本件各公金支出に関する上記対応においては，同注意義務を尽くしたと
認めることはできず，議会の議決の有無は，前記判示の本件各公金支出の違法性及
び過失の存在を左右しない。
４　県の損害
　本件各公金の支出は違法であり，これによって，県は，２４００万円の損害を被
ったことが認められる。
５　結論
　したがって，原告Ｃらの本件各公金支出にかかる４号請求はいずれも理由があ
る。よって，被告は，県に対し，本件各公金支出相当の２４００万円及び同金員に
対する平成１４年７月１７日（不法行為の後の日で訴状送達の日の翌日）から支払
済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。
第５　結語
　以上によれば，原告Ａらの被告に対する各訴え及び原告Ｃらの被告に対する昭和
５８年度から平成１０年度までになされた本件負担金の支出にかかる訴え並びに１
号請求にかかる訴えはいずれも不適法であるからこれを却下し，原告Ｃらの被告に
対する平成１１年度から平成１３年度までになされた本件負担金の支出にかかる請
求はいずれも理由があるからこれを認容することとし，訴訟費用及び参加に要した
費用の負担につき行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条，６４条本文，６５条１
項を，仮執行宣言につき同法２５９条１項をそれぞれ適用して，主文のとおり判決
する。
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